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北九州市告示第４００号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

４９５ ４ ９ ５

号 

前 北九州市若松区久岐の浜４ 

３１番３地先から 

北九州市若松区大字乙丸１ 

５１３番１地先まで 

5.4

～

52.0

20,031.4

  後 北九州市若松区久岐の浜４ 

３１番３地先から 

北九州市若松区大字乙丸１ 

５１３番１地先まで 

5.4

～

52.0

20,035.0

１９９ １ ９ ９

号 

前 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.4

～

99.2

44,254.4

  後 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.4

～

99.2

44,254.4
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北九州市告示第４０１号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成３０年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成３０年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 国道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

４９５ ４９５号 北九州市若松区久岐の浜４３１番３地先から

北九州市若松区大字乙丸１５１３番１地先まで

１９９ １９９号 北九州市門司区西海岸一丁目４番１０地先から

北九州市八幡西区美吉野町１１６７番７地先まで

4



北九州市告示第４０２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３０２ 直方北 

九州自 

転車道 

線 

若松区大字安屋２６８２番１ 

地先から 

若松区大字有毛１７４９番１ 

地先まで 

3.0

～

10.7

3,363.7
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北九州市告示第４０３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２５ 門司行

橋線 

前 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番５４地先まで 

4.0

～

97.3

26,664.6

  後 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番５４地先まで 

4.0

～

97.3

26,664.8

７１ 新門司

港大里

線 

前 北九州市門司区大字恒見１ 

３０８番４地先から 

北九州市門司区大里本町二 

丁目３４１７番地先まで 

4.2

～

50.4

11,387.8

  後 北九州市門司区大字恒見１ 

３０８番４地先から 

北九州市門司区大里本町二 

丁目３４１７番地先まで 

4.2

～

50.4

11,388.0

２１４ 城野停

車場線 

前 北九州市小倉北区若富士町 

６８番３地先から 

北九州市小倉北区若富士町 

５８番地先まで 

40.1

～

40.3

59.7
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  後 北九州市小倉北区若富士町 

６８番３地先から 

北九州市小倉北区若富士町 

５８番地先まで 

40.0

～

40.1

56.6

２６５ 城野砂

津線 

前 北九州市小倉北区片野新町 

二丁目１０９番地先から 

北九州市小倉北区砂津二丁 

目５６７番１１地先まで 

3.5

～

28.4

2,992.3

  後 北九州市小倉北区片野新町 

二丁目１０９番地先から 

北九州市小倉北区砂津二丁 

目５６７番１１地先まで 

3.5

～

28.4

2,992.3

５１ 曽根鞘

ケ谷線 

前 北九州市小倉南区下曽根一 

丁目２３３２番１７地先か 

ら 

北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 

１００番１２地先まで 

6.1

～

56.6

13,375.0

  後 北九州市小倉南区下曽根一 

丁目２３３２番１７地先か

ら 

北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 

５番１地先まで 

6.1

～

56.6

13,375.0
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北九州市告示第４０４号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成３０年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成３０年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 県道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２５ 門司行橋

線

北九州市門司区本町３番３地先から

北九州市小倉南区大字朽網３９１４番５４地先

まで

７１ 新門司港

大里線

北九州市門司区大字恒見１３０８番４地先から

北九州市門司区大里本町二丁目３４１７番地先

まで

２１４ 城野停車

場線

北九州市小倉北区若富士町６８番３地先から

北九州市小倉北区若富士町５８番地先まで

２６５ 城野砂津

線

北九州市小倉北区片野新町二丁目１０９番地先

から

北九州市小倉北区砂津二丁目５６７番１１地先

まで

３０２ 直方北九

州自転車

道線

若松区大字安屋２６８２番１地先から

若松区大字有毛１７４９番１地先まで

５１ 曽根鞘ケ

谷線

北九州市小倉南区下曽根一丁目２３３２番１７

地先から

北九州市戸畑区西鞘ケ谷町５番１地先まで
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北九州市告示第４０５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３２７１ 小森江 

９号線 

門司区小森江二丁目３２番１ 

６地先から 

門司区小森江二丁目３２番２ 

０地先まで 

5.0 100.2

３０３７ 今町３ 

０号線 

小倉北区今町一丁目大川歩道 

橋から 

小倉北区今町一丁目８５５番 

１地先まで 

3.1

～

3.2

137.4

３１３２ 今町３ 

３号線 

小倉北区今町二丁目９２番１ 

地先から 

小倉北区今町二丁目１６４７ 

番２地先まで 

3.3

～

4.3

47.4

３２５５ 宇佐町 

２２号 

線 

小倉北区宇佐町一丁目２０５ 

番６地先から 

小倉北区宇佐町一丁目２０９ 

番２３地先まで 

4.0

～

5.9

107.1

３２７５ 高坊２ 

１号線 

小倉北区高坊一丁目１６７３ 

番１２地先から 

小倉北区高坊一丁目１６５４ 

番３８地先まで 

3.8

～

6.1

157.1

３３５１ 若富士 小倉北区若富士町１００１番 5.0 152.4
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町片野 

新町１ 

号線 

から 

小倉北区片野新町三丁目５６ 

７番地先まで 

～

7.0

１３３３ 上吉田 

４６号 

線 

小倉南区上吉田五丁目５４０ 

番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目４３３ 

番７地先まで 

1.1

～

8.2

240.3

４４４９ 上葛原 

３２号 

線 

小倉南区上葛原一丁目３０１ 

３番１３地先から 

小倉南区上葛原一丁目３００ 

７番２７地先まで 

4.3

～

5.5

103.7

４４８２ 葛原８ 

１号線 

小倉南区葛原四丁目２９０番 

２６９地先から 

小倉南区葛原四丁目２９０番 

３２１地先まで 

6.0 115.2

５９６９ 空港北 

町２号 

線 

小倉南区空港北町２番２地先 

から 

小倉南区空港北町２番４地先 

まで 

8.5

～

12.5

613.0

５９７０ 空港北 

町３号 

線 

小倉南区空港北町２番６地先 

から 

小倉南区空港北町２番８地先 

まで 

12.5 74.7

５９７１ 空港北 

町４号 

線 

小倉南区空港北町２番１０地 

先から 

小倉南区空港北町２番１４地 

先まで 

6.0

～

6.7

120.3

５９７８ 重住城 

野２号 

線 

小倉南区重住一丁目１０６８ 

番１７地先から 

小倉南区城野一丁目８６４番 

１０地先まで 

23.0

～

24.8

233.2

６２２２ 城野２ 小倉南区城野一丁目９４０番 4.9 58.1
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９号線 １地先から 

小倉南区城野一丁目９３６番 

６地先まで 

～

7.0

６２２３ 城野３ 

０号線 

小倉南区城野一丁目８６５番 

３地先から 

小倉南区城野一丁目９３６番 

８地先まで 

3.9

～

7.9

169.8

６２２４ 城野３ 

１号線 

小倉南区城野一丁目８７０番 

３地先から 

小倉南区城野一丁目８８４番 

３地先まで 

4.6 96.1

６２２５ 城野３ 

２号線 

小倉南区城野一丁目２番２地 

先から 

小倉南区城野一丁目１番３地 

先まで 

4.3

～

7.3

65.3

６２８９ 上吉田 

１０９ 

号線 

小倉南区上吉田五丁目５６１ 

番１０地先から 

小倉南区上吉田五丁目６００ 

番１地先まで 

6.0

～

6.4

244.2

６２９０ 上吉田 

１１０ 

号線 

小倉南区上吉田五丁目４４３ 

番２地先から 

小倉南区上吉田五丁目４３０ 

番１８地先まで 

6.0 118.5

６２９１ 上吉田 

１１１ 

号線 

小倉南区上吉田五丁目４３０ 

番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目４３０ 

番６地先まで 

6.0 69.5

６２９２ 上吉田 

１１２ 

号線 

小倉南区上吉田五丁目４１８ 

番４地先から 

小倉南区上吉田五丁目５６７ 

番１７地先まで 

6.0 53.0

６２９３ 田原６ 小倉南区田原二丁目３４番１ 5.0 30.4
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９号線 ７地先から 

小倉南区田原二丁目３４番１ 

４地先まで 

６３０３ 下貫２ 

３号線 

小倉南区下貫三丁目１５６０ 

番２２地先から 

小倉南区下貫三丁目１５６０ 

番２１地先まで 

6.0 105.6

６９６９ 東王子 

町１０ 

号線 

八幡西区東王子町１０番２７ 

地先から 

八幡西区東王子町１０番１３ 

地先まで 

6.0 101.1

６９７０ 東王子 

町１１ 

号線 

八幡西区東王子町１０番２０ 

地先から 

八幡西区東王子町１０番２２ 

地先まで 

6.0 33.6
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北九州市告示第４０６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年９月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１７６４ 小森江

１号線 

前 門司区小森江二丁目６３９ 

番２地先から 

門司区小森江二丁目３５番 

２地先まで 

4.4

～

7.9

120.8

  後 門司区小森江二丁目６３９ 

番２地先から 

門司区小森江二丁目３５番 

２地先まで 

4.3

～

7.9

121.1

７０９ 宇佐町

大畠１

号線 

前 小倉北区宇佐町一丁目２０ 

８番１１地先から 

小倉北区大畠二丁目８９１ 

番８地先まで 

5.3

～

55.9

953.7

  後 小倉北区宇佐町一丁目２０ 

８番１１地先から 

小倉北区大畠二丁目８９１ 

番８地先まで 

5.3

～

55.9

952.7

７２５ 東篠崎

今町１

号線 

前 小倉北区東篠崎二丁目２５ 

９５番１地先から 

小倉北区今町二丁目８４５ 

番３地先まで 

7.0

～

16.4

1,025.3
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  後 小倉北区東篠崎二丁目２５ 

９５番１地先から 

小倉北区今町二丁目８４５ 

番３地先まで 

7.0

～

16.4

1,025.3

１１８５ 今町２

４号線 

前 小倉北区今町二丁目９４番 

３地先から 

小倉北区今町二丁目９０番 

５地先まで 

5.7

～

8.5

191.3

  後 小倉北区今町二丁目９４番 

３地先から 

小倉北区今町二丁目９０番 

５地先まで 

5.7

～

8.5

191.4

１１８８ 今町２

７号線 

前 小倉北区今町一丁目１２１ 

５番８地先から 

小倉北区今町二丁目１６５ 

０番３地先まで 

4.7

～

12.6

790.4

  後 小倉北区今町一丁目１２１ 

５番８地先から 

小倉北区今町二丁目１６５ 

０番３地先まで 

4.7

～

12.6

790.2

１１８９ 今町２

８号線 

前 小倉北区今町二丁目８４９ 

番４地先から 

小倉北区今町二丁目８５５ 

番２地先まで 

5.6

～

9.8

211.0

  後 小倉北区今町二丁目８４９ 

番４地先から 

小倉北区今町二丁目８５５ 

番２地先まで 

5.6

～

9.8

211.0

２４３３ 高坊５

号線 

前 小倉北区高坊一丁目１６７ 

１番３地先から 

小倉北区高坊一丁目１６７ 

１番２地先まで 

4.4

～

7.0

250.9
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  後 小倉北区高坊一丁目１６７ 

１番３地先から 

小倉北区高坊一丁目１６７ 

１番２地先まで 

4.4

～

5.3

251.3

２９５５ 若富士

町６号

線 

前 小倉北区若富士町９１番２ 

地先から 

小倉北区若富士町６８番３ 

地先まで 

5.9

～

6.1

222.8

  後 小倉北区若富士町９１番２ 

地先から 

小倉北区若富士町６８番３ 

地先まで 

5.9

～

7.0

222.8

２９５６ 若富士

町７号

線 

前 小倉北区若富士町６５番地 

先から 

小倉北区若富士町８９８番 

１－２地先まで 

7.8

～

8.0

125.0

  後 小倉北区若富士町６５番１ 

地先から 

小倉北区若富士町８９８番 

１－２地先まで 

7.2

～

8.0

135.4

３１２１ 今町３

２号線 

前 小倉北区今町二丁目８４５ 

番９地先から 

小倉北区今町二丁目８４５ 

番１４地先まで 

3.8

～

4.0

79.4

  後 小倉北区今町二丁目８４５ 

番９地先から 

小倉北区今町二丁目８４５ 

番１４地先まで 

3.8

～

4.0

79.0

３１５８ 都１５

号線 

前 小倉北区都二丁目１９０３ 

番１０地先から 

小倉北区都二丁目１９２０ 

番２地先まで 

2.6

～

12.4

269.1
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  後 小倉北区都二丁目１９１３ 

番１１地先から 

小倉北区都二丁目１９２０ 

番２地先まで 

2.6

～

12.4

268.2

３２２０ 高坊２

０号線 

前 小倉北区高坊一丁目１６５ 

４番３８地先から 

小倉北区高坊一丁目１６５ 

４番３地先まで 

7.9

～

9.7

198.3

  後 小倉北区高坊一丁目１６５ 

４番３８地先から 

小倉北区高坊一丁目１６５ 

４番３地先まで 

7.9

～

9.7

198.3

５０３ 貫２号

線 

前 小倉南区大字貫１６７１番 

１地先から 

小倉南区大字貫３２６２番 

７地先まで 

3.5

～

8.0

1,419.9

  後 小倉南区大字貫１６７１番 

１地先から 

小倉南区下貫四丁目城田橋 

まで 

3.5

～

8.0

1,419.9

７２０ 下曽根

田原１

号線 

前 小倉南区下曽根三丁目２２ 

２８番２地先から 

小倉南区田原四丁目５３２ 

番２地先まで 

5.4

～

13.7

918.4

  後 小倉南区下曽根三丁目２２ 

２８番２地先から 

小倉南区田原四丁目５３２ 

番２地先まで 

5.4

～

13.7

918.4

７２８ 富士見

城野１

号線 

前 小倉南区富士見一丁目８３ 

８番３－２地先から 

小倉南区城野一丁目７６８ 

番２地先まで 

5.5

～

15.7

441.9
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  後 小倉南区富士見一丁目８３ 

８番３－２地先から 

小倉南区城野一丁目７６８ 

番２地先まで 

6.5

～

23.0

459.8

１２８４ 上葛原

２５号

線 

前 小倉南区上葛原一丁目２９ 

７９番地先から 

小倉南区上葛原一丁目２９ 

６３番５地先まで 

3.6

～

9.4

250.2

  後 小倉南区上葛原一丁目２９ 

７９番地先から 

小倉南区上葛原一丁目２９ 

６３番５地先まで 

3.6

～

9.4

250.4

１２９４ 上吉田

７号線 

前 小倉南区上吉田三丁目２７ 

５番２地先から 

小倉南区上吉田四丁目４５ 

９番地先まで 

1.9

～

7.3

604.3

  後 小倉南区上吉田三丁目２７ 

５番２地先から 

小倉南区上吉田四丁目４５ 

９番地先まで 

1.9

～

7.3

604.2

１２９６ 上吉田

９号線 

前 小倉南区上吉田五丁目４４ 

５番地先から 

小倉南区上吉田五丁目３１ 

１番地先まで 

0.9

～

3.2

84.2

  後 小倉南区上吉田五丁目４４ 

５番地先から 

小倉南区上吉田五丁目３１ 

１番地先まで 

0.9

～

3.2

83.7

１２９７ 上吉田

１０号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目３０ 

８番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目４１ 

８番２地先まで 

2.2

～

5.8

321.8
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  後 小倉南区上吉田五丁目３０ 

８番１地先から 

小倉南区上吉田二丁目５８ 

７番１地先まで 

2.0

～

10.1

334.1

１２９９ 上吉田

１２号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目５６ 

５番９地先から 

小倉南区上吉田五丁目４１ 

２番８地先まで 

5.0

～

5.8

107.4

  後 小倉南区上吉田五丁目５６ 

５番９地先から 

小倉南区上吉田五丁目４１ 

２番１８地先まで 

5.0

～

5.8

106.7

１３１９ 上吉田

３２号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目６０ 

０番１地先から 

小倉南区上吉田二丁目５８ 

７番１地先まで 

2.5

～

4.0

173.1

  後 小倉南区上吉田五丁目６０ 

０番１地先から 

小倉南区上吉田二丁目５８ 

７番１地先まで 

2.5

～

6.8

168.8

１３２０ 上吉田

３３号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目４４ 

８番地先から 

小倉南区上吉田五丁目４４ 

３番地先まで 

1.6

～

4.3

168.0

  後 小倉南区上吉田五丁目４４ 

８番地先から 

小倉南区上吉田五丁目４２ 

８番４地先まで 

4.1

～

9.3

165.6

１３３０ 上吉田

４３号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目６１ 

５番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目５８ 

２番２地先まで 

2.2

～

3.4

135.6
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  後 小倉南区上吉田五丁目６１ 

５番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目５８ 

２番２地先まで 

2.2

～

3.4

135.8

１３３１ 上吉田

４４号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目６２ 

９番５地先から 

小倉南区上吉田五丁目６４ 

６番２地先まで 

2.6

～

6.1

323.7

  後 小倉南区上吉田五丁目６２ 

９番５地先から 

小倉南区上吉田五丁目６６ 

５番４地先まで 

2.8

～

6.2

324.6

１３３３ 上吉田

４６号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目５４ 

０番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目４３ 

９番地先まで 

1.1

～

4.7

227.6

  後 小倉南区上吉田五丁目５４ 

０番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目４３ 

３番７地先まで 

1.1

～

8.2

240.3

１３３６ 上吉田

４９号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目５６ 

１番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目５８ 

０番１地先まで 

2.7

～

4.2

38.8

  後 小倉南区上吉田五丁目５６ 

１番１地先から 

小倉南区上吉田五丁目５８ 

０番１地先まで 

3.9

～

4.6

37.7

１３４２ 上吉田

５５号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目４１ 

７番地先から 

小倉南区上吉田二丁目３４ 

８番３地先まで 

5.7

～

11.4

443.1
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  後 小倉南区上吉田五丁目４１ 

７番地先から 

小倉南区上吉田二丁目３４ 

８番３地先まで 

5.7

～

11.4

444.2

１３４３ 上吉田

５６号

線 

前 小倉南区上吉田二丁目２３ 

６番６地先から 

小倉南区上吉田三丁目３２ 

４番９地先まで 

3.9

～

10.6

373.6

  後 小倉南区上吉田二丁目２３ 

６番６地先から 

小倉南区上吉田三丁目３２ 

４番８地先まで 

5.9

～

10.6

362.7

３２９９ 貫６８

号線 

前 小倉南区中貫二丁目１５７ 

９番１６地先から 

小倉南区大字貫１５６６番 

１地先まで 

5.9

～

7.8

143.6

  後 小倉南区中貫二丁目１５７ 

９番１６地先から 

小倉南区中貫二丁目１５６ 

６番１１地先まで 

5.0

～

7.8

143.3

４３９９ 上葛原

３０号

線 

前 小倉南区上葛原一丁目３０ 

０４番１３地先から 

小倉南区上葛原一丁目２９ 

６８番１地先まで 

3.9

～

5.8

283.6

  後 小倉南区上葛原一丁目３０ 

０４番１３地先から 

小倉南区上葛原一丁目２９ 

６８番１地先まで 

3.9

～

5.8

283.6

４４８１ 葛原８

０号線 

前 小倉南区葛原四丁目２９０ 

番２８９地先から 

小倉南区葛原四丁目２９４ 

番１４地先まで 

6.0 143.5
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  後 小倉南区葛原四丁目２９０ 

番２８９地先から 

小倉南区葛原四丁目２９４ 

番１４地先まで 

6.0 143.5

４４８２ 葛原８

１号線 

前 小倉南区葛原四丁目２９０ 

番２６９地先から 

小倉南区葛原四丁目２９０ 

番２６９地先まで 

4.5 13.6

  後 小倉南区葛原四丁目２９０ 

番２６９地先から 

小倉南区葛原四丁目２９０ 

番３２１地先まで 

6.0 115.2

４８３３ 城野２

６号線 

前 小倉南区城野二丁目８５１ 

番８地先から 

小倉南区城野二丁目８４２ 

番１１地先まで 

4.0

～

7.5

135.0

  後 小倉南区城野二丁目８５１ 

番２地先から 

小倉南区城野二丁目８４２ 

番１１地先まで 

4.0

～

8.4

154.9

７４８ 安屋５

号線 

前 若松区大字安屋３１９１番 

１地先から 

若松区大字安屋１２５４番 

１地先まで 

3.4

～

17.4

1,048.2

  後 若松区大字安屋３１０５番 

１地先から 

若松区大字安屋１２５４番 

１地先まで 

3.4

～

17.4

1,042.7

１３８９ 安屋６

３号線 

前 若松区大字安屋３００９番 

１地先から 

若松区大字安屋３０００番 

１地先まで 

1.7

～

4.4

140.8
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  後 若松区大字安屋３００９番 

１地先から 

若松区大字安屋３０００番 

１地先まで 

1.7

～

4.4

133.8

１５０７ 安屋１

８１号

線 

前 若松区大字安屋２９７４番 

１地先から 

若松区大字安屋２６０１番 

地先まで 

2.7

～

5.8

246.8

  後 若松区大字安屋２９７４番 

６地先から 

若松区大字安屋２６０１番 

地先まで 

2.7

～

5.8

241.7

５３２ 馬場山

東笹田

１号線 

前 八幡西区馬場山東一丁目２ 

１２番１地先から 

八幡西区大字笹田９２８番 

１地先まで 

15.5

～

31.5

2,460.9

  後 八幡西区馬場山東一丁目２ 

１２番１地先から 

八幡西区大字笹田９２８番 

１地先まで 

19.1

～

31.5

2,460.4

７０８ 永犬丸

則松１

号線 

前 八幡西区大字永犬丸１８８ 

３番１地先から 

八幡西区則松五丁目２０５ 

９番２地先まで 

2.9

～

9.0

1,430.8

  後 八幡西区大字永犬丸１８８ 

３番１地先から 

八幡西区則松五丁目２０５ 

９番２地先まで 

2.7

～

9.0

1,431.0

１３０４ 市瀬２

７号線 

前 八幡西区市瀬二丁目１６８ 

４番４地先から 

八幡西区市瀬三丁目６９３ 

番４地先まで 

2.8

～

18.4

630.5
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  後 八幡西区市瀬二丁目１６８ 

４番４地先から 

八幡西区市瀬三丁目６９３ 

番３地先まで 

2.9

～

18.4

629.2

１３０５ 市瀬２

８号線 

前 八幡西区市瀬三丁目６９１ 

番４地先から 

八幡西区市瀬三丁目５０６ 

番２地先まで 

3.3

～

9.8

193.7

  後 八幡西区市瀬三丁目６９１ 

番５地先から 

八幡西区市瀬三丁目５０６ 

番２地先まで 

3.3

～

9.8

193.5

１３０６ 市瀬２

９号線 

前 八幡西区市瀬三丁目６９９ 

番７地先から 

八幡西区市瀬三丁目６９３ 

番４地先まで 

3.0

～

8.6

80.0

  後 八幡西区市瀬三丁目６９９ 

番７地先から 

八幡西区市瀬三丁目７０２ 

番２地先まで 

3.9

～

9.4

79.3

１４４６ 永犬丸

２２号

線 

前 八幡西区永犬丸二丁目２２ 

６７番３地先から 

八幡西区永犬丸二丁目２３ 

３４番地先まで 

1.4

～

3.7

152.8

  後 八幡西区永犬丸二丁目２２ 

６７番３地先から 

八幡西区永犬丸二丁目２３ 

２５番４地先まで 

1.2

～

3.7

152.6

１４４９ 永犬丸

２５号

線 

前 八幡西区永犬丸二丁目２３ 

２４番１地先から 

八幡西区永犬丸二丁目２３ 

４１番３４４地先まで 

1.1

～

7.6

111.7
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  後 八幡西区永犬丸二丁目２３ 

２４番１地先から 

八幡西区永犬丸二丁目２３ 

４１番３４４地先まで 

1.1

～

5.2

110.6

２４１０ 上上津

役６１

号線 

前 八幡西区上上津役四丁目７ 

６７番２地先から 

八幡西区上上津役四丁目１ 

２９３番１地先まで 

7.4

～

18.0

691.4

  後 八幡西区上上津役四丁目７ 

６７番２地先から 

八幡西区上上津役四丁目１ 

２９２番７地先まで 

7.4

～

18.0

690.7

２４３６ 上上津

役８７

号線 

前 八幡西区上上津役五丁目１ 

２８４番地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２９０番３地先まで 

2.4

～

5.0

139.4

  後 八幡西区上上津役五丁目１ 

２８４番地先から 

八幡西区上上津役五丁目１ 

２９０番３地先まで 

2.4

～

5.0

139.2

２５８８ 黒崎１

０号線 

前 八幡西区黒崎二丁目１２番 

１地先から 

八幡西区黒崎二丁目１５番 

１１地先まで 

8.9

～

10.1

272.1

  後 八幡西区黒崎二丁目１２番 

１地先から 

八幡西区黒崎二丁目１５番 

１１地先まで 

8.9

～

10.2

271.1

２５８９ 黒崎１

１号線 

前 八幡西区黒崎二丁目１９番 

２地先から 

八幡西区黒崎二丁目１５番 

１０地先まで 

5.9

～

6.0

281.0
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  後 八幡西区黒崎二丁目１９番 

２地先から 

八幡西区黒崎二丁目１５番 

１０地先まで 

5.8

～

6.0

281.1

２５９２ 黒崎１

４号線 

前 八幡西区黒崎二丁目２０番 

１５地先から 

八幡西区黒崎二丁目１２番 

６地先まで 

9.6

～

9.8

95.6

  後 八幡西区黒崎二丁目２０番 

１５地先から 

八幡西区黒崎二丁目１２番 

６地先まで 

9.6

～

9.8

95.6

３２８１ 笹田２

２号線 

前 八幡西区大字笹田９２７番 

地先から 

八幡西区大字笹田９１３番 

４地先まで 

3.2

～

6.5

133.9

  後 八幡西区大字笹田９２７番 

地先から 

八幡西区大字笹田９１３番 

４地先まで 

3.2

～

6.5

132.2

４０６１ 則松４

９号線 

前 八幡西区則松五丁目１９３ 

３番地先から 

八幡西区則松五丁目１９２ 

５番１地先まで 

3.8

～

5.5

144.1

  後 八幡西区則松五丁目１９３ 

３番１地先から 

八幡西区則松五丁目１９２ 

５番１地先まで 

3.8

～

5.8

143.4

４１２８ 則松１

１６号

線 

前 八幡西区大字則松４５番１ 

地先から 

八幡西区大字則松１番地先 

まで 

1.0

～

2.0

183.3
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  後 八幡西区大字則松４３番９ 

地先から 

八幡西区大字則松１番地先 

まで 

1.0

～

7.4

178.1

４４７４ 東王子

町３号

線 

前 八幡西区東王子町２番４地 

先から 

八幡西区東王子町８番１地 

先まで 

7.7

～

8.8

496.2

  後 八幡西区東王子町２番４地 

先から 

八幡西区東王子町８番１地 

先まで 

7.7

～

8.8

495.7

４４７７ 東王子

町６号

線 

前 八幡西区東王子町１１番２ 

地先から 

八幡西区東王子町７番地先 

まで 

8.1

～

12.7

177.3

  後 八幡西区東王子町１１番２ 

地先から 

八幡西区東王子町７番地先 

まで 

7.8

～

10.2

177.1

４４７８ 東王子

町７号

線 

前 八幡西区東王子町１０番地 

先から 

八幡西区東王子町８番３地 

先まで 

4.6

～

6.2

144.2

  後 八幡西区東王子町１０番２ 

地先から 

八幡西区東王子町８番３地 

先まで 

2.1

～

8.5

145.1

５１４４ 町上津

役東６

号線 

前 八幡西区町上津役東一丁目 

１９０７番１地先から 

八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番６地先まで 

7.9

～

11.1

504.4
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  後 八幡西区町上津役東一丁目 

１９０７番１地先から 

八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番６地先まで 

7.9

～

11.1

504.8

５１５０ 町上津

役東１

２号線 

前 八幡西区町上津役東一丁目 

１３９４番１地先から 

八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番６地先まで 

5.6

～

8.5

236.8

  後 八幡西区町上津役東一丁目 

１３９４番１地先から 

八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番６地先まで 

5.6

～

8.5

236.9

５１５１ 町上津

役東１

３号線 

前 八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番３地先から 

八幡西区町上津役東一丁目 

１８５９番１地先まで 

6.1

～

7.6

65.3

  後 八幡西区町上津役東一丁目 

１２９３番３地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２１１４番２地先まで 

8.9

～

10.1

70.0

５１５５ 町上津

役東１

７号線 

前 八幡西区町上津役東二丁目 

２１１４番５地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２１６０番２地先まで 

6.0

～

9.6

342.1

  後 八幡西区町上津役東二丁目 

２１１４番２地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２１６０番２地先まで 

6.5

～

9.5

335.5

５１６６ 町上津

役東２

８号線 

前 八幡西区町上津役東二丁目 

２０５３番５地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２９５２番２地先まで 

5.6

～

9.1

529.1
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  後 八幡西区町上津役東二丁目 

２０５３番５地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２９５２番２地先まで 

5.5

～

9.6

528.9

６４０２ 上上津

役１３

１号線 

前 八幡西区上上津役五丁目２ 

１８６番２３地先から 

八幡西区上上津役五丁目２ 

１８６番７地先まで 

3.5

～

6.0

97.9

  後 八幡西区上上津役五丁目２ 

１８６番２３地先から 

八幡西区上上津役五丁目２ 

１１５番２地先まで 

3.5

～

6.1

97.8

６４０３ 上上津

役１２

９号線 

前 八幡西区上上津役五丁目２ 

１８６番９地先から 

八幡西区上上津役五丁目２ 

１８２番４地先まで 

6.0 73.1

  後 八幡西区町上津役東三丁目 

２１８６番９地先から 

八幡西区町上津役東三丁目 

２１８２番４地先まで 

6.0 72.8

６５２５ 町上津

役東４

６号線 

前 八幡西区町上津役東二丁目 

２１０９番２６地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２１０９番２８地先まで 

7.0

～

8.8

103.2

  後 八幡西区町上津役東二丁目 

２１０９番２６地先から 

八幡西区町上津役東二丁目 

２１０９番２８地先まで 

7.0

～

8.8

103.0

７０３ 牧山新

町牧山

１号線 

前 戸畑区牧山新町８６番１地 

先から 

戸畑区牧山五丁目１５番地 

先まで 

5.7

～

17.4

1,168.6

28



  後 戸畑区牧山新町８６番１地 

先から 

戸畑区牧山五丁目１５番地 

先まで 

5.7

～

14.0

1,165.1

１４５８ 中原西

１８号

線 

前 戸畑区中原西三丁目２番７ 

０地先から 

戸畑区中原西三丁目３番１ 

地先まで 

4.0 140.3

  後 戸畑区中原西三丁目２番７ 

０地先から 

戸畑区中原西三丁目３番１ 

地先まで 

3.9

～

4.0

135.5

１４７３ 中原西

３３号

線 

前 戸畑区中原西三丁目２番６ 

２地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

８地先まで 

2.8 47.2

  後 戸畑区中原西三丁目２番６ 

２地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

８地先まで 

3.9

～

4.0

47.0

１７１８ 牧山新

町３号

線 

前 戸畑区牧山新町３８番地先 

から 

戸畑区牧山新町５１番地先 

まで 

9.0

～

11.0

168.7

  後 戸畑区牧山新町３８番地先 

から 

戸畑区牧山新町５１番地先 

まで 

9.0

～

11.0

168.7
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北九州市告示第４０７号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成３０年９月２８日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成３０年９月２８日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

１７６４ 小森江１

号線

門司区小森江二丁目６３９番２地先から

門司区小森江二丁目３５番２地先まで

３２７１ 小森江９

号線

門司区小森江二丁目３２番１６地先から

門司区小森江二丁目３２番２０地先まで

７０９ 宇佐町大

畠１号線

小倉北区宇佐町一丁目２０８番１１地先から

小倉北区大畠二丁目８９１番８地先まで

７２５ 東篠崎今

町１号線

小倉北区東篠崎二丁目２５９５番１地先から

小倉北区今町二丁目８４５番３地先まで

１１８５ 今町２４

号線

小倉北区今町二丁目９４番３地先から

小倉北区今町二丁目９０番５地先まで

１１８９ 今町２８

号線

小倉北区今町二丁目８４９番４地先から

小倉北区今町二丁目８５５番２地先まで

２４３３ 高坊５号

線

小倉北区高坊一丁目１６７１番３地先から

小倉北区高坊一丁目１６７１番２地先まで

２９５５ 若富士町

６号線

小倉北区若富士町９１番２地先から

小倉北区若富士町６８番３地先まで

２９５６ 若富士町

７号線

小倉北区若富士町６５番１地先から

小倉北区若富士町８９８番１－２地先まで

３０３７ 今町３０ 小倉北区今町一丁目大川歩道橋から
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号線 小倉北区今町一丁目８５５番１地先まで

３１３２ 今町３３

号線

小倉北区今町二丁目９２番１地先から

小倉北区今町二丁目１６４７番２地先まで

３１５８ 都１５号

線

小倉北区都二丁目１９１３番１１地先から

小倉北区都二丁目１９２０番２地先まで

３２２０ 高坊２０

号線

小倉北区高坊一丁目１６５４番３８地先から

小倉北区高坊一丁目１６５４番３地先まで

３２５５ 宇佐町２

２号線

小倉北区宇佐町一丁目２０５番６地先から

小倉北区宇佐町一丁目２０９番２３地先まで

３２７５ 高坊２１

号線

小倉北区高坊一丁目１６７３番１２地先から

小倉北区高坊一丁目１６５４番３８地先まで

３３５１ 若富士町

片野新町

１号線

小倉北区若富士町１００１番から

小倉北区片野新町三丁目５６７番地先まで

５０３ 貫２号線 小倉南区大字貫１６７１番１地先から

小倉南区下貫四丁目城田橋まで

７２０ 下曽根田

原１号線

小倉南区下曽根三丁目２２２８番２地先から

小倉南区田原四丁目５３２番２地先まで

７２８ 富士見城

野１号線

小倉南区富士見一丁目８３８番３－２地先から

小倉南区城野一丁目７６８番２地先まで

１２８４ 上葛原２

５号線

小倉南区上葛原一丁目２９７９番地先から

小倉南区上葛原一丁目２９６３番５地先まで

１２９４ 上吉田７

号線

小倉南区上吉田三丁目２７５番２地先から

小倉南区上吉田四丁目４５９番地先まで

１２９６ 上吉田９

号線

小倉南区上吉田五丁目４４５番地先から

小倉南区上吉田五丁目３１１番地先まで

１２９７ 上吉田１

０号線

小倉南区上吉田五丁目３０８番１地先から

小倉南区上吉田二丁目５８７番１地先まで
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１２９９ 上吉田１

２号線

小倉南区上吉田五丁目５６５番９地先から

小倉南区上吉田五丁目４１２番１８地先まで

１３１９ 上吉田３

２号線

小倉南区上吉田五丁目６００番１地先から

小倉南区上吉田二丁目５８７番１地先まで

１３２０ 上吉田３

３号線

小倉南区上吉田五丁目４４８番地先から

小倉南区上吉田五丁目４２８番４地先まで

１３３０ 上吉田４

３号線

小倉南区上吉田五丁目６１５番１地先から

小倉南区上吉田五丁目５８２番２地先まで

１３３１ 上吉田４

４号線

小倉南区上吉田五丁目６２９番５地先から

小倉南区上吉田五丁目６６５番４地先まで

１３３３ 上吉田４

６号線

小倉南区上吉田五丁目５４０番１地先から

小倉南区上吉田五丁目４３３番７地先まで

１３３６ 上吉田４

９号線

小倉南区上吉田五丁目５６１番１地先から

小倉南区上吉田五丁目５８０番１地先まで

１３４２ 上吉田５

５号線

小倉南区上吉田五丁目４１７番地先から

小倉南区上吉田二丁目３４８番３地先まで

１３４３ 上吉田５

６号線

小倉南区上吉田二丁目２３６番６地先から

小倉南区上吉田三丁目３２４番８地先まで

３２９９ 貫６８号

線

小倉南区中貫二丁目１５７９番１６地先から

小倉南区中貫二丁目１５６６番１１地先まで

４３９９ 上葛原３

０号線

小倉南区上葛原一丁目３００４番１３地先から

小倉南区上葛原一丁目２９６８番１地先まで

４４４９ 上葛原３

２号線

小倉南区上葛原一丁目３０１３番１３地先から

小倉南区上葛原一丁目３００７番２７地先まで

４４８１ 葛原８０

号線

小倉南区葛原四丁目２９０番２８９地先から

小倉南区葛原四丁目２９４番１４地先まで

４４８２ 葛原８１

号線

小倉南区葛原四丁目２９０番２６９地先から

小倉南区葛原四丁目２９０番３２１地先まで
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４８３３ 城野２６

号線

小倉南区城野二丁目８５１番２地先から

小倉南区城野二丁目８４２番１１地先まで

５９６９ 空港北町

２号線

小倉南区空港北町２番２地先から

小倉南区空港北町２番４地先まで

５９７０ 空港北町

３号線

小倉南区空港北町２番６地先から

小倉南区空港北町２番８地先まで

５９７１ 空港北町

４号線

小倉南区空港北町２番１０地先から

小倉南区空港北町２番１４地先まで

５９７８ 重住城野

２号線

小倉南区重住一丁目１０６８番１７地先から

小倉南区城野一丁目８６４番１０地先まで

６２２２ 城野２９

号線

小倉南区城野一丁目９４０番１地先から

小倉南区城野一丁目９３６番６地先まで

６２２３ 城野３０

号線

小倉南区城野一丁目８６５番３地先から

小倉南区城野一丁目９３６番８地先まで

６２２４ 城野３１

号線

小倉南区城野一丁目８７０番３地先から

小倉南区城野一丁目８８４番３地先まで

６２２５ 城野３２

号線

小倉南区城野一丁目２番２地先から

小倉南区城野一丁目１番３地先まで

６２８９ 上吉田１

０９号線

小倉南区上吉田五丁目５６１番１０地先から

小倉南区上吉田五丁目６００番１地先まで

６２９０ 上吉田１

１０号線

小倉南区上吉田五丁目４４３番２地先から

小倉南区上吉田五丁目４３０番１８地先まで

６２９１ 上吉田１

１１号線

小倉南区上吉田五丁目４３０番１地先から

小倉南区上吉田五丁目４３０番６地先まで

６２９２ 上吉田１

１２号線

小倉南区上吉田五丁目４１８番４地先から

小倉南区上吉田五丁目５６７番１７地先まで

６２９３ 田原６９

号線

小倉南区田原二丁目３４番１７地先から

小倉南区田原二丁目３４番１４地先まで
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６３０３ 下貫２３

号線

小倉南区下貫三丁目１５６０番２２地先から

小倉南区下貫三丁目１５６０番２１地先まで

７４８ 安屋５号

線

若松区大字安屋３１０５番１地先から

若松区大字安屋１２５４番１地先まで

１５０７ 安屋１８

１号線

若松区大字安屋２９７４番６地先から

若松区大字安屋２６０１番地先まで

５３２ 馬場山東

笹田１号

線

八幡西区馬場山東一丁目２１２番１地先から

八幡西区大字笹田９２８番１地先まで

７０８ 永犬丸則

松１号線

八幡西区大字永犬丸１８８３番１地先から

八幡西区則松五丁目２０５９番２地先まで

１３０４ 市瀬２７

号線

八幡西区市瀬二丁目１６８４番４地先から

八幡西区市瀬三丁目６９３番３地先まで

１３０５ 市瀬２８

号線

八幡西区市瀬三丁目６９１番５地先から

八幡西区市瀬三丁目５０６番２地先まで

１３０６ 市瀬２９

号線

八幡西区市瀬三丁目６９９番７地先から

八幡西区市瀬三丁目７０２番２地先まで

１４４６ 永犬丸２

２号線

八幡西区永犬丸二丁目２２６７番３地先から

八幡西区永犬丸二丁目２３２５番４地先まで

１４４９ 永犬丸２

５号線

八幡西区永犬丸二丁目２３２４番１地先から

八幡西区永犬丸二丁目２３４１番３４４地先まで

２４１０ 上上津役

６１号線

八幡西区上上津役四丁目７６７番２地先から

八幡西区上上津役四丁目１２９２番７地先まで

２４３６ 上上津役

８７号線

八幡西区上上津役五丁目１２８４番地先から

八幡西区上上津役五丁目１２９０番３地先まで

２５８８ 黒崎１０

号線

八幡西区黒崎二丁目１２番１地先から

八幡西区黒崎二丁目１５番１１地先まで

２５８９ 黒崎１１ 八幡西区黒崎二丁目１９番２地先から
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号線 八幡西区黒崎二丁目１５番１０地先まで

２５９２ 黒崎１４

号線

八幡西区黒崎二丁目２０番１５地先から

八幡西区黒崎二丁目１２番６地先まで

３２８１ 笹田２２

号線

八幡西区大字笹田９２７番地先から

八幡西区大字笹田９１３番４地先まで

４０６１ 則松４９

号線

八幡西区則松五丁目１９３３番１地先から

八幡西区則松五丁目１９２５番１地先まで

４１２８ 則松１１

６号線

八幡西区大字則松４３番９地先から

八幡西区大字則松１番地先まで

４４７４ 東王子町

３号線

八幡西区東王子町２番４地先から

八幡西区東王子町８番１地先まで

４４７７ 東王子町

６号線

八幡西区東王子町１１番２地先から

八幡西区東王子町７番地先まで

４４７８ 東王子町

７号線

八幡西区東王子町１０番２地先から

八幡西区東王子町８番３地先まで

５１４４ 町上津役

東６号線

八幡西区町上津役東一丁目１９０７番１地先から

八幡西区町上津役東一丁目１２９３番６地先まで

５１５０ 町上津役

東１２号

線

八幡西区町上津役東一丁目１３９４番１地先から

八幡西区町上津役東一丁目１２９３番６地先まで

５１５１ 町上津役

東１３号

線

八幡西区町上津役東一丁目１２９３番３地先から

八幡西区町上津役東二丁目２１１４番２地先まで

５１５５ 町上津役

東１７号

線

八幡西区町上津役東二丁目２１１４番２地先から

八幡西区町上津役東二丁目２１６０番２地先まで

５１６６ 町上津役

東２８号

線

八幡西区町上津役東二丁目２０５３番５地先から

八幡西区町上津役東二丁目２９５２番２地先まで
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６４０２ 上上津役

１３１号

線

八幡西区上上津役五丁目２１８６番２３地先から

八幡西区上上津役五丁目２１１５番２地先まで

６４０３ 上上津役

１２９号

線

八幡西区町上津役東三丁目２１８６番９地先から

八幡西区町上津役東三丁目２１８２番４地先まで

６５２５ 町上津役

東４６号

線

八幡西区町上津役東二丁目２１０９番２６地先か

ら

八幡西区町上津役東二丁目２１０９番２８地先ま

で

６９６９ 東王子町

１０号線

八幡西区東王子町１０番２７地先から

八幡西区東王子町１０番１３地先まで

６９７０ 東王子町

１１号線

八幡西区東王子町１０番２０地先から

八幡西区東王子町１０番２２地先まで

７０３ 牧山新町

牧山１号

線

戸畑区牧山新町８６番１地先から

戸畑区牧山五丁目１５番地先まで

１４５８ 中原西１

８号線

戸畑区中原西三丁目２番７０地先から

戸畑区中原西三丁目３番１地先まで

１４７３ 中原西３

３号線

戸畑区中原西三丁目２番６２地先から

戸畑区中原西三丁目２番６８地先まで

１７１８ 牧山新町

３号線

戸畑区牧山新町３８番地先から

戸畑区牧山新町５１番地先まで
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北九州市公告第６６０号 

 一般競争入札により、区役所電話通信回線サービスの提供業務契約を締結す

るので、地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の６第１項

及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」

という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３０年９月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 業務名 区役所電話通信回線サービスの提供業務 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から平成３２年３月３１日まで 

（４） 履行場所 門司区役所、小倉南区役所、若松区役所、八幡東区役所 

、八幡西区役所及び戸畑区役所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当 

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと 

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業 

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１ 

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者であること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市市民文化スポーツ局市民総務部総務区政課 

  イ 日時 公告の日から平成３０年１０月２６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律 ( 昭和２３年法律第１７８号 ) に規定する休
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日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書等の交付方法 前号アの場所において無償で 

  交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

望する者は、平成３０年１０月１１日午後５時までに競争参加の申出書を 

第１号アの場所に提出しなければならない。郵送による場合は、第１号ア 

の場所に書留郵便により、平成３０年１０月１１日午後５時必着のこと。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 平成３０年１０月２６日 午前１０時 

４ その他 

 （１） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （２） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （３） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （４） 契約書作成の要否 要 

 （５） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在   

  地等 

   北九州市市民文化スポーツ局市民総務部総務区政課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２１５５ 
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北九州市公告第６６２号 

 都市公園を廃止するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管

理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定により

、次のとおり公告する。 

平成３０年９月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 廃止する都市公園の名称、位置及び区域 

２ 廃止の期日 

  平成３０年９月２８日 

  なお、廃止に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 

公園番号   名  称    位  置  区   域 

３７１６ 北九州市立浅野町

緑道

北九州市小倉北区

浅野二丁目１６番

北九州市小倉北区

浅野二丁目１６番

の一部
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北九州市公告第６６３号 

 都市公園の区域を変更するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定

により、次のとおり公告する。 

平成３０年９月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置及び変更に係る区域 

２ 変更の期日 

  平成３０年９月２８日 

  なお、変更に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 

公園番号   名  称    位  置  区   域 

３５７０ 北九州市立上保公

園 

北九州市八幡西区

鷹の巣三丁目６番

北九州市八幡西区

鷹の巣三丁目６番

の一部 
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北九州市公告第６６４号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  平成３０年９月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 委託内容 

 （１） 業務名 平成３０年度（平成３１年度向け）償却資産申告書封入封

かん等業務一式 

 （２） 業務内容等 入札説明書及び仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年１０月３１日から同年１２月１７日まで 

 （４） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加算

した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１０

０に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日前５年間に、個人情報が記載された書類の封入、封か

ん等の業務を地方公共団体等の官公庁から受託した実績があること。 

 （４） 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを

付与されている者であること。 

 （５） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市財政局税務部固定資産税課 

イ 日時 平成３０年９月２８日から同年１０月５日まで（日曜日及び土
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曜日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

から午後４時３０分まで並びに同月９日午前１１時３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法               

前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

イ 日時 平成３０年１０月１０日 午前１０時 

 （４） 仕様書等に対する質問  

仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり書面により提出するこ

と。なお、書面はファックスによるものも受け付ける。 

ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

イ 期限 平成３０年１０月１１日午後４時３０分までに必着のこと。 

ウ 質問書に対する回答書は、入札説明会に参加した者に平成３０年１０

月１２日午前１１時３０分までにファックスで行う。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時  

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 平成３０年１０月１６日 午前１０時 

４ 競争入札参加資格の確認 

 （１） この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり、下記のア及

びイの競争入札参加資格確認資料を提出し、確認を受けなければならない

。 

ア 提出書類一覧表（物品用） 

イ 実績資料 第２項第３号に該当する実績を明記し、履行を確認するこ

とができる書面又は契約書の写しを添付すること。 

 （２） 申請書等の提出 

ア 前号アの様式は、北九州市技術監理局契約部のホームページからダウ

ンロードして使用すること。 

   北九州市技術監理局契約部ホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/ 

イ 提出期間 平成３０年９月２８日から同年１０月５日まで（日曜日及

び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後

１時から午後４時３０分まで並びに同月９日午前１１時３０分まで 

ウ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
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         北九州市財政局税務部固定資産税課 

エ 提出方法 資料は持参するものとする。 

 （３） 競争入札参加資格の確認の結果は、平成３０年１０月９日午後５時

までに通知する。 

 （４） その他 

ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 提出された資料は、返却しない。 

５ その他 

 （１） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （２） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （３） 落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行ったものを落札者とする。 

 （４） 契約書作成の要否 要 

 （５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

  北九州市財政局税務部固定資産税課 

  〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

  電話 ０９３－５８２－３２１０ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－８６１１ 
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北九州市病院局公告第４８号

 一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市病院局契約規程（昭

和４２年北九州市病院局管理規程第１４号。以下「契約規程」という。）にお

いて準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契

約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成３０年９月２８日

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦

１ 調達内容

 （１） 購入品目及び数量 診察待ち表示システム 一式

 （２） 購入物品の仕様 入札仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期限 平成３０年１２月２２日

 （４） 納入場所 北九州市病院局長が指示する場所

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。

（２） 北九州市病院局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市病院局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿に記載されていること。

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

（４） 平成２８年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局、病院

局及び公営競技局を含む。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供

給契約における指名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含

む。）があること。

３ 入札手続等

 （１） 契約条項を示す場所及び期間
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ア 場所 北九州市八幡東区西本町四丁目１８番１号

       北九州市病院局八幡病院事務局経営企画課

  イ 期間 この公告の日から平成３０年１０月８日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後０時３０分まで及び午後

１時１５分から午後５時まで並びに平成３０年同月９日午前８時３０分

から午前１１時まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。

（４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、平成３０年１０月５日午後４時３０分までに競争参加の申出

書を北九州市病院局八幡病院事務局経営企画課に提出しなければならない

。

 （５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３０年１０月５日午後５時までに必着のこと。

 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市八幡東区西本町四丁目１８番１号

  イ 日時 平成３０年１０月９日午前１１時

４ その他

 （１） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上の額。ただし、契約規程に

おいて準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は

、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規程に

おいて準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに

該当する場合は、免除する。

 （２） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札

（３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
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て入札を行った者を落札者とする。

 （４） 契約書作成の要否 要

 （５） 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在  

地等

   北九州市病院局八幡病院事務局経営企画課

   〒８０５－８５３４ 北九州市八幡東区西本町四丁目１８番１号

   電話 ０９３－６６２－６５６５
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